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研究成果の概要（和文）： 本研究では，多文化音楽教育を先進的に進めてきた米国を対象にその歴史的背景を明らか
にしてきた。
　その結果，1960年代に実施された現代音楽プロジェクトの目的の1つでもある，包括的音楽家性の育成といった枠組
みのなかに多文化的な観点が含まれていることが明らかとなった。”多文化”という概念が生じたとされる公民権運動
の流れとは異なる教育改革においてその概念が表出したことは特筆すべき点である。また，幼児期から系統的なカリキ
ュラムが構築されており，音楽的な学習内容の充実を計りつつ，さらに学習者の状況に応じて多様な音楽を取り入れて
いくことによって，多文化教育の目的達成の一翼をも担おうとしていると考えられる。

研究成果の概要（英文）： In this study I clarified the historical background of multicultural music educat
ion, focused on the U.S. that has promoted it progressively.
 As a result it was made clear that the multicultural perspective was incorporated into the frameworks suc
h as the cultivation of Comprehensive Musicianship, one of the objectives in the Contemporary Music Projec
t implemented in the 1960s. It is especially remarkable that the concept of "multiculturalism" was express
ed in the educational reform, independently from the civil-rights movement in which this concept was suppo
sedly originated. Also, it has developed systematic curricula starting from infancy, suggesting that it in
tends to play a role in achieving the goal of multicultural education, by enriching the musical contents o
f learning and, at the same time, by incorporating a wide variety of music depending on the situations of 
learners.
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１．研究開始当初の背景 
（1）学校教育における様々な課題 
 学校教育が抱える課題の 1 つとして「国内
外の文化，文明，価値及び生活様式に関する
理解と尊重」が挙げられる。学校教育におい
てこのような課題が取り上げられた発端の 1
つには，1974 年にユネスコから提示された
「国際理解・国際協力及び国際平和のための
教育並びに人権及び基本的自由についての
教育に関する勧告文」が挙げられる。勧告文
の指導原則の中には，「すべての段階及び形
態の教育に国際的側面と世界的視点を持た
せること」，「すべての民族並びにその文化，
文明，価値及び生活様式（国内の民族文化及
び他国民の文化を含む。）に対する理解と尊
重」といった項目が挙げられており，これら
が世界的に教育現場で推進すべきものとさ
れている。また 2007 年には，「文化的表現の
多様性の保護及び促進に関する条約」がユネ
スコから発行され，学校教育において文化の
多様性に関して学習する必要性が問われて
いる。わが国においてもこのような課題は例
外ではない。わが国の在留外国人数（旧外国
人登録者数）は，平成 24 年末において
2,038,159 人となり，過去最高を記録した平
成 20 年末と比較すると 4 年連続で減少して
いるとは言え，過去 40 年間を遡るとその数
は増加の一途を辿っている（法務省入国管理
局，2014）。また，公立小・中・高等学校，
中等教育学校及び特別支援学校に在籍する
日本語指導が必要な外国人児童生徒数は，
28,511 人であり，過去 10 年間ほぼ増加傾向
にある（文部科学省，2013）。このような外
国人人口の増加，また異なる文化的背景を持
つ子どもたちの増加に伴い，わが国において
も上述したような課題の解決が今後必要に
なってくるであろう。さらに，中央教育審議
会による第 85 回総会（平成 25 年 4 月 25 日）
において発表された「第 2 期教育振興基本計
画について（答申）」では，今日のグローバ
ル化に対応して「未来への飛躍を実現する人
材の養成」が方策の 1 つとして掲げられた。
その内容として外国語教育の抜本的強化や，
留学支援等の国際化に向けた支援が挙げら
れており，「社会を生き抜く力」に加えて，
グローバル社会にあって様々な人々と協働
できる人材，とりわけ国際交渉など，国際舞
台で先導的に活躍できる人材を養成するこ
とが今後の成果目標として示されている。 
 
（2）多文化音楽教育からの示唆と現状 
 上記のような課題の解決に向けて，近年わ
が国においても多文化教育に関する実践に
注目が集まっている。多文化教育の第一人者
である Banks は，多文化教育の目的を「国内
のエスニックや文化の多様性を理解するこ
と，異なる文化の理解を通して一国内で共生
するための知識，態度，スキルを獲得するこ
と，文化的マイノリティに対する差別を撤廃
することである」と述べている。音楽教育に

おいてもこのような目的を有した多文化音
楽教育の実践が行われつつあるが，その実践
例や目的は異文化理解を目指しているのか，
それとも多文化音楽教育としての目的を果
たそうとするものなのか，その意義や目的は
曖昧なものが多い。その背景には，これまで
学校教育のなかで行われてきた「異文化理解
教育」や「国際理解教育」と，多文化教育の
目的の相違が明確になっていないことや，音
楽教育においては，これまで行われてきた世
界の様々な国の音楽の学習（以下，World 
Music の学習）との差異が明確でないことが
挙げられる。 
 
 したがって，先駆的に多文化音楽教育を実
践している諸外国がどのような過程を辿っ
て今日に至ったのか，また多文化音楽教育が
どのような目的を有しながら実践されてき
たのかを明らかにすることは，わが国の音楽
教育においてどのようにグローバル化や多
文化共生といった目的に音楽教育として寄
与できるのか，重要な示唆を得ることができ
ると考える。 
  
２．研究の目的 
 研究の全体構想は，わが国固有の文化的側
面に即した多文化音楽教育のカリキュラム
を構築することである。そのためにまず，多
文化音楽教育を先駆的に行っている国・地域
等の文化的・社会的背景と教育カリキュラム
を複合的に分析すること，またそれらを踏ま
えて，諸外国の多文化音楽教育の特質を明ら
かにする必要がある。したがって，全体構想
における本研究の位置付け（目的）は，多文
化音楽教育を先駆的に実践している米国に
着目し，多文化音楽教育に対する考え方だけ
ではなく，その指導法の調査・分析を通して
理念と指導法の間にある乖離の実態とその
原因を明らかにし，米国における多文化音楽
教育の特質を明らかにすることである。 
 さて多文化教育は，文化的マイノリティの
視点に立ち，社会的公正という立場から，多
様な人種，民族，文化集団の共存・共生を目
指す教育であり，米国において多文化教育は，
現在の学校教育の中心に位置するまでに発
展してきた。多文化教育の目的は先に述べた
通りだが，このような目的を有する多文化教
育の影響を受けて，米国の音楽教育界におい
ても多文化音楽教育の様々な実践がこれま
でに進められてきた。それらの実践では，多
文化音楽教育は世界の様々な国，地域，及び
民族の音楽を単に学習することとの明確な
区別を要すると考えられてきた。 
 しかし多文化音楽教育が，音楽の学習によ
って一国内における文化的マイノリティと
される人々との共生を目的としているにも
関わらず，2008 年に米国における音楽教育
者 の 主 要 な 団 体 で あ る The National 
Association for Music Education（以下，
NAfME）の後援を得て開催された「多文化



の音楽に関する全米シンポジウム（National 
Symposium on Multicultural Music）」の報
告書を概観すると，米国内の音楽に留まらず
世界の様々な音楽が扱われており，World 
Musicの学習が多文化音楽教育の実践例とし
て提案されているなど，その実態は World 
Music の学習や，音楽の諸要素の学習に比重
が置かれている状況であることがわかった。
このような実態は，NAfME が出版している
Music Educators Journal（以下，MEJ）や，
多文化音楽教育の『授業計画集』のなかでも
みることができる。 
 さて前述したとおり，2008 年に開催され
た「多文化の音楽に関する全米シンポジウ
ム」では，米国内に留まらず世界の様々な国
や地域の楽器を取り上げた事例が多数報告
されるなど，World Music を含むワークショ
ップが取り入れられている。また，教師用資
料として出版されている多文化の音楽を取
り上げた『授業計画集』においても様々な
World Musicが用いられている。このように，
現在の多文化音楽教育では学習内容にWorld 
Musicの学習が含まれている状況が続いてい
る。したがって筆者は，多文化音楽教育にと
って不可欠な部分として World Music の学
習が存在しているのではないか，また多文化
音楽教育を語る際，純粋に米国内の諸民族の
音楽，もしくは文化的マイノリティの音楽と
限定して捉えることはできないのではない
かと考える。しかし，これまでの多文化音楽
教育に関する先行研究において，多文化音楽
教育の目的と World Music の学習の目的の
ずれに焦点を当てた研究や，多文化音楽教育
の理念と実践の乖離に注目した研究は存在
しない。 
 したがって本研究では，音楽教育において
西洋音楽以外のジャンルの音楽に初めて焦
点が当てられたタングルウッドシンポジウ
ム（The Tanglewood Symposium）が開催さ
れた 1967 年から現在までに焦点を当て，多
文化音楽教育に対する考え方だけではなく，
多文化音楽教育の指導法の変遷を追いなが
ら，理念と指導法の間にある乖離の実態とそ
の原因を探ることによって，米国における多
文化音楽教育の特質を明らかにすることを
目的とする。 
 
３．研究の方法 
 本研究は，米国における独自の多文化音楽
教育の特質を明らかにするものである。その
ための方法として本研究では，①資料収集
（全米芸術教育標準及びその周辺資料の収
集，多文化音楽教育に関する資料及び教科書
等），②資料分析（多文化音楽教育の理念及
び実践方法の分析による両者の乖離の実態
把握），③分析枠組みの設定（多文化音楽教
育の理念の枠組みの体系化，及び分析枠組み
の設定），④仮説設定（従来の多文化音楽教
育理念における，教材及び実践への影響に関
する仮説を設定，また理論と実践の間に乖離

が生じる原因の追究）を中心に研究を進めて
いく。 
 第 1 に，米国における全米教育標準，及び
その周辺資料，また文化的背景及び多文化的
視点に関する文献（例： The Nationa 
Association for Music Education, The 
School Music Program A New Vision The 
K-12 National Standards, PreK Standards, 
and What They Mean to Music Educators, 
Music Educators National Conference, 
2004.等），並びに各国の多文化音楽教育の教
科書・指導書・授業計画集，教師を対象とし
た専門書等（例：Anderuson, W. M. & Moore, 
M. C., Making Connections: Multicultural 
Music and the National Standards, Music 
Educators National Conference, 2004.等）
の収集を行う。 
 第 2 に，それらの分析に基づき多文化音楽
教育の理論及び実践方法の分析による両者
の乖離の実態の把握を行う。 
 第 3 に，各国独自の多文化音楽教育の理念
的枠組みの体系化を行い，文化的・社会的側
面並びにその構造がどのようにカリキュラ
ムに組み込まれているかを分析する。 
 第 4 に，分析によって明らかと成った枠組
みに基づき，多文化音楽教育教材及び実践へ
の影響に関する仮説を設定する。 
 以上を通して，これまで指摘されてこなか
った理論と実践の間に乖離が生じる原因を
探っていく。 
 
４．研究成果 
 本研究では，多文化音楽教育を先進的に進
めてきた米国を対象としてその歴史的背景
を明らかにしてきた。その結果，以下の点が
明らかとなった。 
（1）体験型学習を通した多様な音楽文化の
理解 
 理念と実践の間に乖離が生じていること
は前述した通りであるが，この原因として考
えられる点として，音楽科教育として多文化
音楽教育を実践する際の音楽文化の扱われ
方が挙げられる。米国における多文化音楽教
育は，理論上では文化的マイノリティとされ
る人々一国内で共生していくことを目指す
多文化教育の下位領域として捉えられてい
る。しかし，その一方で実践的側面では従来
の音楽教育の目的でもある音楽的諸要素の
理解に重点を置いたねらいが設定され，それ
に応じた活動が展開されている。つまり，理
論上では差別や偏見の撤廃を目的としつつ
も，実際の活動ではその目的を果たすことが
困難な状況にあり，必然的にアフリカ系アメ
リカ人や世界の様々な音楽を用いつつ，音楽
的諸要素に着目した活動になっているので
ある。その要因として，活動型の学習方法で
多文化音楽教育の実践が構成されている点
が挙げられる。自らの文化とは異なる文化の
音楽を理解する際に用いられる学習方法と
して，その多くが楽器の演奏や歌唱が中心と



なっており，実際に体験することを通して音
楽や文化への理解を促そうとしている。この
ような学習方法から，必然的に特徴的な音楽
に着目せざるを得ない状況が生じており，理
念と実践の間に乖離が生じているのである。 
 
（2）多文化音楽教育に対する認識の変化 
 1950 年代〜60 年代の公民権運動を皮切り
に，音楽教育においても文化的マイノリティ
とされる人々の音楽を音楽科教育において
も扱うことが求められた。それと同時に，
1967 年に開催されたタングルウッドシンポ
ジウムでは，西洋音楽以外のジャンルの音楽
に初めて焦点が当てられた。したがって，こ
れまでの先行研究ではこの頃から多文化音
楽教育に対する認識が少しずつ広まってい
ったと考えられてきた。本研究では，多様な
民族の音楽をカリキュラムに導入する先駆
けとなったタングルウッドシンポジウムの
影響を受けて 1974 年に NAfME から出版さ
れた学校音楽プログラム，また本プログラム
作成にあたり影響を与えた現代音楽プロジ
ェクトに着目し，現代音楽プロジェクトにお
いて包括的音楽家性を育成することを目的
として出版された Source Book of African 
and Afro-American materials for Music 
Educators（以下，CMP7）及び学校音楽プログ
ラムを中心に，多文化的な視点からそれらを
分析・検討することによって，1970 年代初期
における多文化音楽教育史の再考を行った。 
 1972 年に出版された CMP7，及び 1974 年に
出版された学校音楽プログラムの概要とそ
の特徴を概観した結果，1970 年代初期の多文
化音楽教育の特徴として次の2点が挙げられ
る。第 1に，包括的音楽家性の育成といった
枠組みのなかに，多文化的な観点が含まれる
ようになったことである。CMP の流れを受け
て，音楽を知的側面から理解することが求め
られた一方で，西洋音楽に留まらない音楽の
本質に迫るために，その対象とされる音楽の
範囲が非西洋音楽をも含むようになったの
である。また，包括的音楽家性を育成すると
同時に，タングルウッドシンポジウムの影響
もあり，特にアフリカ系アメリカ人の音楽を
音楽教育に導入することによって，様々な文
化の音楽を肯定できる力を育成しようとし
た点は非常に特徴的である。このような点は，
後の多文化音楽教育のなかで，異なる文化的
背景を有する人々との相互理解といった目
的に発展していく。 
 第 2に，非西洋音楽を，社会全体が共有す
べき文化の1つとして認識している点である。
学校音楽プログラムでは，民族音楽，ポピュ
ラー音楽，電子音楽といった様々な音楽が提
示され，それらを様々な視点から分析するこ
とによって，様々な音楽の共通性や相違性を
学習すること，また第 1の特徴でも挙げたよ
うに多種多様な音楽を肯定し自分自身で価
値判断ができる能力の育成が目指された。 
 一方で，文化的マイノリティの理解や彼ら

の文化に根付く音楽文化の理解の重要性に
ついて認識されつつも，当時は依然として音
楽そのものをより理解するための手段とし
てアフリカ系アメリカ人やアフリカの音楽，
その他の非西洋音楽が使用されており，多文
化音楽教育を実施するためという側面は重
要視されていなかったのも事実である。 
 
（3）幼児期からの体系的な多文化音楽教育
実践 
 本研究では，米国でシェアが最も高い音楽
科教科書 Making Music を対象として教科書
分析を行った。Making Music は，Grade-K か
ら Grade-9まで系統的に内容が配置されてお
り，その内容は技能や知識を中心として教材
が設定されている。また本教科書は，全米芸
術教育標準に準拠して作成されているため，
スタンダードに記載されているどの内容標
準と関連があるのかが明記されている。この
全米芸術教育標準の内容を外観すると，一貫
して行動指向の記述によってカリキュラム
が考えられており，歌唱や演奏を通して音楽
的能力を育成することが目的とされている
ことが分かる。また，本スタンダードには諸
芸術や他教科，また歴史や文化と連携させた
学習を行うことが推奨され，Grade-K からこ
れらの内容が盛り込まれている。 
 Grade-K の内容を分析すると，特徴として
次の 3点が挙げられる。第 1に，経験を通し
た音楽学習が体系的に構築されていること。
第 2に，音楽の諸要素や技能の獲得を目指し
ながら子どもたちの自由な表現力を受容し
ようとしていること。第 3に，他領域との連
携が積極的に行われていることである。つま
り本教科書では，音楽的な理解を伴った音楽
経験を志向していると言える。このような傾
向はGrade-1以降の教科書にも同様に現れて
おり，多様な文化の音楽を文化的側面からも
理解しつつ，最終的には様々な音楽の有する
特徴的な要素に着目して表現を行うことが
重視されている傾向にある。  
 
 以上より，本研究において，CMP の活動に
おいて知的理解によって音楽の本質を理解
しようとする包括的音楽家性の枠組みのな
かで，異なる文化の音楽をも含んだ音楽の理
解が目指されたことは，多様な音楽を導入し
ようとする多文化音楽教育の素地となった
と考えられる。 
 また，幼児期から体系的に多文化の音楽を
導入し，その音楽の捉え方や分析方法を提示
していることは，様々な音楽を理解・受容し
音楽における多様性を理解させるという点
において特徴的である。一方で，系統的なカ
リキュラムの構築及び音楽的な学習内容の
充実を計るために，様々な文化の音楽が取り
扱われている側面があることも事実である。
しかし，このように多様な文化の音楽を学習
に導入することによって，学習のなかで学習
者の状況に応じて多様な音楽を取り入れて



行くことが可能になるのである。自分自身の
文化以外の音楽を多様に扱うことによって，
音楽の表現を通して様々な文化的マイノリ
ティに対する肯定的な理解と受容を促し，こ
れらの学習によって多文化音楽教育の目的
達成の一翼をも担おうとしていることが米
国の多文化音楽教育の特質といえる。 
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